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行政書士登録事務取扱規則  

 

 

（目  的） 

第 １ 条 この規則は､ 日本行政書士会連合会（以下｢本会｣という。）会則第５３条の規定に基づき､行

政書士の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする｡ 

（登録の申請） 

第 ２ 条 行政書士名簿に登録を受けようとする者は、行政書士登録申請書（以下｢登録申請書｣という｡ 

様式第１号）正本及び副本１通（添付書類を含む。）に会則第４７条第１項第一号に定める手数料を添

え、会則第３９条第１項第三号から第五号までの事務所の所在地を含む都道府県の区域に設立されて

いる行政書士会（以下｢単位会｣という。）を経由して本会に提出するものとする。 

（登録事項及び添付書類等） 

第 ３ 条 行政書士名簿に登録すべき事項である本籍については、日本の国籍を有しない者にあっては､

その者の有する国籍名とする｡  

２ 登録申請書に添付すべき書類等のうち、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定めるとお

りとする。 

一 申請者の写真は、無帽、正面、上三分身、無背景の縦３センチメートル、横２．５センチメート

ルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとし、３枚を添付するものとする。 

二 法令及び会則を遵守する旨の誓約書は、様式第２号のとおりとする。 

３ 会則第４０条第２項第七号の書面は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 事務所の使用権を証する書面 

二 事務所の位置図及び平面図（用紙は、日本工業規格Ｂ５とする。） 

三 事務所の内部及び外観を示す写真 

四 会則第３９条第１項第三号の事務所の場合は、前３号の規定にかかわらず、当該行政書士法人の

定款の写し又は公証人役場にて認証を受ける予定の定款案 

五 会則第３９条第１項第四号の事務所の場合は、第一号から第三号までの規定にかかわらず、勤務

先である行政書士又は行政書士法人との雇用契約書 

（登録申請書の取扱い） 

第 ４ 条 単位会は、登録申請書（添付書類を含む。以下同じ。）を受理したときは、申請者から会則第

４７条第１項第一号に定める手数料を納入させ、行政書士登録申請受理簿（様式第３号）に所要の事

項を記録しておくものとする。 

２ 単位会は、申請者が手数料を納入したときは、領収証（様式第４号）を発行し、その写し２通のう

ち１通は登録申請書に添付して本会に送付するとともに、１通は単位会において保管するものとする。 

３ 単位会は、登録申請書の提出があったときは、登録申請書を受理してから２０日以内に本会に進達

し、登録申請書の副本は保存するものとする。 

４ 本会は、単位会から登録申請書の進達を受けたときは、行政書士登録申請受付簿（様式第５号）に

所要の事項を記録しておくものとする。 

（登録免許税の取扱い） 

第 ４ 条の２ 申請者が、登録申請書の提出に際して納付する登録免許税は次のとおり取扱う。 



６０５ 

一 収入印紙で納付する場合は、登録申請書の所定の個所に貼付するものとする。 

二 申請者が国税収納機関で登録免許税を納付し、その領収証書を提出するときは、登録申請書の裏

面に貼付するものとする。  

２ 単位会は、登録申請書の受付後、前項第一号により納付された収入印紙の消印を行い、前項第二号

による納付の場合には、領収証書の余白に「使用済み」の旨を付記するものとする。  

（単位会会長の意見書等の提出） 

第 ５ 条 単位会は、行政書士の登録申請に関し必要な調査を行い、その調査に関する資料及び単位会

会長の意見書（様式第６号）を調整のうえ、登録申請書とともに本会に進達するものとする。 

（登録申請取下げの取扱い） 

第 ６ 条 単位会は、登録申請書を受理した後本会に進達する前に、申請者から行政書士登録申請取下

げ申出書（様式第７号）の提出があったときは、登録申請書を申請者に返還し、受領書（様式第３７

号）を徴しておくものとする。 

２ 本会は、単位会から登録申請書の進達を受けた後登録前に、申請者から行政書士登録申請取下げ申

出書の提出があったときは、行政書士登録申請取下げ通知書（様式第８号）により単位会に通知する

とともに、登録申請書は単位会を経由して申請者に返還し、単位会はこれに対する受領書を徴してお

くものとする。 

３ 本会又は単位会は、行政書士登録申請取下げ申出書の提出があったときは、あらかじめ納入された

手数料を申請者に返還し、単位会はこれに対する受領書を徴しておくものとする。 

４ 本会及び単位会は、登録申請取下げの処理をしたときは、本会においては行政書士登録申請受付簿

に、単位会においては行政書士登録申請受理簿に、それぞれその旨を朱書しておくものとする。 

５ 本会は、登録申請の取り下げがあったときには、登録免許税の還付につき必要な手続を行う。 

（行政書士名簿） 

第 ７ 条 本会に行政書士名簿（様式第９号）の正本を、単位会にその副本をおくものとする。 

２ 本会は、申請者を行政書士名簿に登録したときは、その副本を単位会に送付するものとする。 

（登録番号） 

第 ８ 条 本会は、申請者を行政書士名簿に登録しようとするときは、行政書士ごとに登録番号を発行

するものとする。 

２ 登録番号の発行は、行政書士登録番号発行原簿（様式第１０号）によるものとする。 

３ 登録番号は、８桁の数字を用いるものとし、最初の２桁が登録年別（西暦年の下２桁を用いる。）を、

次の２桁が都道府県別（別表都道府県別番号による。）を表し、最後の４桁が個人別を示すものとする。 

（登録の通知） 

第 ９ 条 本会は、申請者を行政書士名簿に登録したときは、行政書士登録通知書（様式第１１号）に

より単位会に通知するとともに、行政書士登録通知書（様式第１２号）により単位会を経由して申請

者に通知するものとする。 

（行政書士登録証の交付） 

第１０条 本会は、申請者に行政書士登録証（様式第１３号）を交付しようとするときは、単位会を経

由して申請者に交付するものとする。 

２ 本会及び単位会は、それぞれ行政書士登録証交付簿を備え、行政書士登録証交付の事績を明らかに

しておくものとする。 
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（登録拒否予告通知） 

第１１条 本会は、行政書士の登録を拒否しようとするときは、行政書士登録拒否予告通知書（様式第

１４号）により申請者に通知するとともに、単位会にその旨を通知するものとする。 

（弁明書の提出） 

第１２条 行政書士登録拒否予告通知書により通知を受けた申請者は、登録拒否予告に関する弁明をし

ようとするときは、所定の期間以内に弁明書を本会に提出するものとする。 

（登録の拒否通知） 

第１３条 本会は、行政書士登録拒否予告通知書を受けた者から所定の期間内に弁明書が提出されない

とき、又は弁明書は提出されたがその弁明を認めることができないときは、行政書士登録拒否通知書

（様式第１５号）により申請者に通知するとともに、単位会にその旨を通知するものとする。 

（審査請求に係る弁明） 

第１４条 本会は、総務大臣より指名された審理員から行政不服審査法第２９条第１項の規定による審

査請求書又は審査請求録取書の写しの送付を受け、弁明書の提出を求められたときは、遅滞なくこれ

を当該審理員に送付するものとする。 

（登録拒否事績簿） 

第１５条 本会は、行政書士登録拒否事績簿（様式第１６号）を備え、登録の拒否に関しその事績を明

らかにしておくものとする。 

（登録拒否処分の確定後の取扱い） 

第１６条 本会は、申請者の登録拒否の処分が確定したときは、登録申請書を単位会を経由して申請者

に返還し、単位会はこれに対する受領書を徴しておくものとする。 

２ 本会は、申請者の登録拒否の処分が確定したときは、あらかじめ納入された手数料を申請者に返還

し、単位会はこれに対する受領書を徴しておくものとする。 

３ 本会は、前２項に定める処理をしたときは、行政書士登録申請受付簿に所要の事項を記録しておく

ものとする。 

４ 登録を拒否した場合の登録免許税の還付の手続は、第６条第５項を準用する。 

（変更登録の申請） 

第１７条 行政書士は、登録事項の変更登録申請をしようとするときは、行政書士変更登録申請書（以

下「変更登録申請書」という。様式第１７号）正本及び副本１通（添付書類を含む。）に会則第４７条

第１項第二号に定める手数料を添え、単位会を経由して本会に申請するものとする。  

（変更登録申請書の取扱い） 

第１８条 単位会は、変更登録申請書（添付書類を含む。以下同じ。）を受理したときは、申請者から会

則第４７条第１項第二号に定める手数料を納入させ、行政書士変更登録申請受理簿（様式第１８号）

に所要の事項を記録し、行政書士名簿の副本を添えて本会に進達するものとする。 

２ 単位会は、申請者が手数料を納入したときは、領収証を発行し、その写し２通のうち１通は変更登

録申請書に添付して本会に送付するとともに、１通は単位会において保管するものとする。 

３ 単位会は、変更登録申請書の提出があったときは、変更登録申請書の正本はこれを受理してから２

０日以内に本会に進達し、変更登録申請書の副本は保存するものとする。 

４ 本会は、単位会から変更登録申請書の進達があったときは、行政書士変更登録申請受付簿（様式第

１９号）に所要の事項を記録のうえ、行政書士名簿の登録事項を変更し、変更後の行政書士名簿の副

本を添えて、行政書士登録事項変更通知書（様式第２０号）により単位会に通知するとともに、行政



６０５ 

書士変更登録通知書（様式第２１号）により単位会を経由して申請者に通知するものとする。 

（行政書士登録証の変更） 

第１９条 単位会は、行政書士から変更登録申請が提出された場合において、行政書士登録証の記載事

項の変更を要するときは、既に交付していた行政書士登録証を返還させ、変更登録申請書とともに本

会に進達するものとする。 

２ 本会は、単位会から変更登録申請書の進達があったときは、新たに行政書士登録証を発行し、単位

会を経由して申請者に交付するものとする。 

３ 本会及び単位会は、前項に定める行政書士登録証を交付したときは、それぞれ行政書士登録証交付

簿（様式第２２号）に所要の事項を記録しておくものとする。 

（所属行政書士会の変更申請） 

第２０条 行政書士は、他の都道府県の区域内に会則第３９条第１項第三号から第五号までの事務所を

移転したときは、変更登録申請書の正本及び副本１通（添付書類を含む。）に会則第４７条第１項第四

号に定める手数料を添え、新たに事務所を設けようとする区域に設立されている単位会を経由して本

会に申請するものとする。 

２ 単位会は、変更登録申請書を受理したときは、申請者から会則第４７条第１項第四号に定める手数

料を納入させ、行政書士変更登録申請受理簿に所要の事項を記録し、本会に進達するものとする。 

３ 単位会は、申請者が手数料を納入したときは、領収証を発行し、その写し２通のうち１通は変更登

録申請書に添付して本会に送付するとともに、１通は単位会において保管するものとする。 

４ 単位会は、変更登録申請書の提出があったときは、変更登録申請書の正本はこれを受理してから２

０日以内に本会に進達し、変更登録申請書の副本は保存するものとする。 

５ 本会は、単位会から変更登録申請書の進達があったときは、行政書士変更登録申請受付簿に所要の

事項を記録のうえ、行政書士名簿の登録事項を変更し、行政書士変更登録通知書により申請者に通知

するとともに、変更後の行政書士名簿の副本を添えて、行政書士登録事項変更通知書により単位会に

通知するものとする。 

６ 本会は、移転した行政書士が第１項に定める事務所の移転をする前の事務所の区域に設立されてい

る単位会に対し、当該行政書士が事務所の移転を行った旨の通知をするものとする。単位会は、前項

に定める通知を受けたときは、当該行政書士にかかる行政書士名簿の副本にその旨を朱書し、除却の

うえ別に保存するものとする。 

（行政書士名簿の記載事項の変更等） 

第２１条 行政書士は、行政書士名簿の記載事項のうち次の各号に掲げる事項に該当するときは、記載

事項変更届出書（様式第２３号）により単位会を経由して本会に届け出るものとする。 

一 法第１４条第一号又は二号の処分を受けたとき。 

二 行政書士法人が法第１４条の２第１項の処分を受けた場合、当該処分を受けた日以前３０日以内

にその社員であったとき。 

三 行政書士以外の類似資格に変更があったとき。 

２ 単位会は、記載事項変更届出書の提出があったときは、行政書士名簿の副本を添えて本会に進達す

るものとする。 

３ 本会は、単位会から記載事項変更届出書の進達を受けたときは、行政書士名簿の記載事項を変更の

うえ、その副本を単位会に送付するものとする。 

 



６０５ 

（特定行政書士の付記に伴う取扱い） 

第２１条の２ 本会は、会則第４４条の２第１項の規定により行政書士名簿に特定行政書士である旨を

付記したときは、付記後の行政書士名簿の副本を単位会に送付するとともに、同条第２項に基づきこ

の旨を特定行政書士付記通知書（様式第３８号）により単位会を経由して当該行政書士に通知するも

のとする。 

（登録の取り消し） 

第２２条 本会は、法第６条の５による行政書士の登録の取り消しをしようとするときは、聴聞を行わ

なければならない。 

２ 前項に定める聴聞を行うときは、別に定める規則による。 

（登録の抹消） 

第２３条 本会は、法第７条第２項による行政書士の登録を抹消しようとするときは、聴聞を行わなけ

ればならない。 

２ 前項に定める聴聞を行うときは、別に定める規則による。 

（登録抹消に係る届出） 

第２４条 行政書士は、法施行規則第１２条の規定により届け出をすることになったときは、行政書士

登録抹消届出書（様式第２４号）により単位会を経由して本会に届け出るものとする。 

２ 単位会は、前項に定める登録抹消届出書を受理したときは､登録抹消の事実を確認し、登録抹消届出

受理簿（様式第２５号）に所要の事項を記録のうえ、遅滞なく本会に進達するものとする。 

３ 単位会は、行政書士が死亡した場合においては、その者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じ

くしていた者から行政書士登録抹消届出書を提出させ、登録抹消届出受理簿に所要の事項を記録のう

え、遅滞なく本会に進達するものとする。 

（登録の抹消の留保の手続） 

第２４条の２ 単位会は、会則第４６条の２第１項の規定に基づき、本会に対し、行政書士の登録の抹

消の留保を求めるときは、登録抹消留保請求書（様式第２５―２号）により、請求するものとする。 

２ 本会は、単位会から前項の求めを受けたときは、登録委員会において審査し、会長の決裁をもって、

その登録の抹消の留保を決定するものとする。 

３ 本会は、前項の決定をしたときは、これを単位会に通知するとともに、単位会を経由して、当該登

録抹消の届出者に通知するものとする。 

（登録の抹消の留保を撤回する手続） 

第２４条の３ 単位会は、会則第４６条の２第３項の規定に基づく通知をするときは、登録抹消留保請

求の撤回等通知書（様式第２５―３号）により、通知するものとする。 

２ 本会は、単位会から前項の求めを受けたときは、会長の決裁をもって、すみやかに登録の抹消の留

保を撤回し、その登録を抹消するものとする。 

３ 本会は、登録の抹消の留保を撤回して、その登録を抹消したときは、これを単位会に通知するとと

もに、単位会を経由して、当該登録抹消の届出者に通知するものとする。 

（業務の廃止に伴う登録の抹消日） 

第２４条の４ 法施行規則第１２条第２号の規定に基づく業務の廃止の届出に伴う登録抹消日（前条第

２項の場合を含む。）は、本会が行政書士登録抹消届出書を受け付けた日又は届出者が希望する廃業日

のいずれか遅い日とする。ただし、特段の事由がある場合は、会長の決定した日とする。 
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（登録抹消の処理通知） 

第２５条 本会は、行政書士登録抹消届出書の進達を受けたときは、登録抹消届出受付簿（様式第２６

号）に所要の事項を記録しておくものとする。 

２ 本会は、行政書士の登録を抹消したときは、行政書士名簿にその旨を朱書し、当該行政書士名簿を

除却し別に保存するとともに、行政書士登録抹消処理通知書（様式第２７号）により単位会に通知す

るものとする。 

３ 単位会は、前項に定める通知を受けたときは、行政書士名簿の副本にその事由を朱書し、当該副本

を除却し別に保存するものとする。 

（行政書士登録証の返還） 

第２６条 行政書士が登録を取消され又は抹消されたときは、本人又はその法定代理人若しくはその相

続人は、遅滞なく行政書士登録証を単位会を経由して本会に返還するものとする。 

２ 単位会は、行政書士登録証の返還を受けたときは、登録抹消届出受理簿に所要の事項を記録のうえ、

本会に送付するものとする。 

３ 本会は、単位会から行政書士登録証の返還の進達を受けたときは、登録抹消届出受付簿に所要の事

項を記録のうえ、その登録証に取消又は抹消処分の印を押印して別に保存するものとする。 

（行政書士登録証再交付申請） 

第２７条 行政書士は、行政書士登録証の再交付を申請しようとするときは、行政書士登録証再交付申

請書（様式第２８号）に会則第４７条第１項第三号に定める手数料を添え、単位会を経由して本会に

申請するものとする。 

２ 単位会は、行政書士登録証再交付申請書の提出があったときは、会則第４７条第１項第三号に定め

る手数料を納入させ、行政書士登録証再交付申請受理簿（様式第２９号）に所要の事項を記録のうえ、

本会に進達するものとする。 

３ 単位会は、申請者が手数料を納入したときは、領収証を発行し、その写し２通のうち１通は登録証

再交付申請書に添付して本会に送付するとともに、１通は単位会において保管するものとする。 

４ 単位会は、行政書士登録証再交付申請書の提出があったときは、これを受理してから３０日以内に

本会に進達するものとする。 

５ 本会は、単位会から行政書士登録証再交付申請書の進達を受けたときは、行政書士登録証再交付申

請受付簿（様式第３０号）に所要の事項を記録のうえ、新たに行政書士登録証を発行するものとする。 

６ 本会は、新たに行政書士登録証を発行したときは、行政書士登録証再交付通知書（様式第３１号）

により単位会に通知するとともに、行政書士登録証は単位会を経由して申請者に交付するものとする。 

７ 本会及び単位会は、行政書士登録証の再交付をしたときは、それぞれ行政書士登録証交付簿に所要

の事項を記録しておくものとする。 

（証明の申請） 

第２８条 行政書士は、行政書士名簿に登録がなされていることなどの証明申請をしようとするときは、

登録事項証明申請書（様式第３２―１号）に会則第４７条第１項第五号に定める手数料を添え、単位

会を経由して本会に申請するものとする。 

２ 単位会は、前項に定める登録事項証明申請書が提出されたときは、会則第４７条第１項第五号に定

める手数料を納入させ、登録事項証明申請受理簿（様式第３３号）に所要の事項を記録のうえ、本会

に進達するものとする。 

３ 単位会は、申請者が手数料を納入したときは、領収証を発行し、その写し２通のうち１通は、登録
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事項証明申請書に添付して本会に送付するとともに、１通は単位会において保管するものとする。 

４ 単位会は、登録事項証明申請書の提出があったときは、これを受理してから３０日以内に本会に進

達するものとする。 

５ 本会は、単位会から行政書士の登録事項証明申請書の進達を受けたときは、登録事項証明申請受付

簿（様式第３４号）に所要の事項を記録のうえ、証明を行うものとし、登録事項証明書（様式第３２

―２―１号、ただし、本会会則附則（平成１６年８月１日施行）経過措置による事務所の名称を記載

した場合は様式第３２―２―２号とする。）は、単位会を経由して申請者に交付するものとする。 

６ 本会及び単位会は、登録事項証明書を申請者に交付したときは、本会においては登録事項証明申請

受付簿に、単位会においては登録事項証明申請受理簿に、それぞれ所要の事項を記録しておくものと

する。 

（社員資格証明） 

第２８条の２ 前条の規定は社員資格証明に準用する。この場合において「登録事項証明申請書」（様式

第３２―１号）は「行政書士法人の社員資格証明申請書」（様式第３２―２―３号）、「登録事項証明書」

（様式第３２―２号）は「行政書士法人の社員資格証明書」（様式第３２―４号）、「登録事項証明申請

受理簿」（様式第３３号）は「行政書士法人の社員資格証明申請受理簿」（様式第３５号）、及び「登録

事項証明申請受付簿」（様式第３４号）は「行政書士法人の社員資格証明申請受付簿」（様式第３６号）

と読み替えるものとする。 

（手数料収納状況の記録） 

第２９条 単位会は、登録申請等に係る手数料を本会に代って収納したときは、その状況を記録してお

くものとする。 

   （要領への委任） 

第３０条 この規則に定めるもののほか、行政書士の登録事務処理に関し必要な事項は、行政書士登録

事務処理要領に定める。 

（規則への委任） 

第３１条 この規則に定めるもののほか、手数料の収納及び返還並びにその経理に関し必要な事項は、

別に規則を定めることができる。 

 

 

 

附  則 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成７年４月２１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、会則の認可の日（平成１３年１２月３日）から施行し、平成１３年１月６日から適用す

る。 
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附  則 

この規則は、平成１４年７月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成１６年８月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成１７年４月２０日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成１８年２月１０日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成１８年５月１１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成１８年８月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、会則の認可の日（平成１９年７月２日）から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年７月１８日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１９年１１月２０日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２０年７月１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２６年１１月５日から施行し、平成２６年１０月１４日から適用する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２７年１０月１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２７年１１月１日から施行する。 
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附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２７年１１月１１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２８年１月２１日から施行する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成２８年１１月１６日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附  則 

（施行期日） 

この規則は、平成３１年１月１日から施行する。 

 

 

別 表（第８条第３項関係） 

都道府県別番号 

都道府県名 番号 都道府県名 番号 都道府県名 番号 

北 海 道 ０１ 静 岡 県 １７ 岡 山 県 ３３ 

秋 田 県 ０２ 新 潟 県 １８ 広 島 県 ３４ 

岩 手 県 ０３ 愛 知 県 １９ 山 口 県 ３５ 

青 森 県 ０４ 岐 阜 県 ２０ 香 川 県 ３６ 

福 島 県 ０５ 三 重 県 ２１ 徳 島 県 ３７ 

宮 城 県 ０６ 福 井 県 ２２ 高 知 県 ３８ 

山 形 県 ０７ 石 川 県 ２３ 愛 媛 県 ３９ 

東 京 都 ０８ 富 山 県 ２４ 福 岡 県 ４０ 

神 奈 川 県 ０９ 滋 賀 県 ２５ 佐 賀 県 ４１ 

千 葉 県 １０ 大 阪 府 ２６ 長 崎 県 ４２ 

茨 城 県 １１ 京 都 府 ２７ 熊 本 県 ４３ 

栃 木 県 １２ 奈 良 県 ２８ 大 分 県 ４４ 

埼 玉 県 １３ 和 歌 山 県 ２９ 宮 崎 県 ４５ 

群 馬 県 １４ 兵 庫 県 ３０ 鹿 児 島 県 ４６ 

長 野 県 １５ 鳥 取 県 ３１ 沖 縄 県 ４７ 

山 梨 県 １６ 島 根 県 ３２   

 

 

※ 様式は省略します。 


